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入
所
ま
で
の
期
間
を
短
縮
す
る
た

め
、現
在
の
施
設
定
員
１
０
５
７

床
に
対
し
て
１
２
０
床
程
度
の
増

床
が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

○
第
５
期
介
護
保
険
料
は

ど
う
な
る
の
？

介
護
保
険
料
は
、介
護
給
付
に

必
要
な
費
用
の
一
部
を
、所
得
な

ど
に
応
じ
て
負
担
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

第
５
期
の
65
歳
以
上
の
方
の
介

護
保
険
料
は
、主
に
次
の
要
因
に

よ
り
上
昇
す
る
と
試
算
し
て
い
ま

す
。

①
要
介
護
・要
支
援
認
定
者
の
増

加
に
伴
う
介
護
給
付
費
の
増
加

②
第
１
号
被
保
険
者
の
負
担
割
合

の
増
加（
20
％
か
ら
21
％
へ
）

負
担
割
合
は
、全
国
の
40
歳
か

ら
64
歳
ま
で
の
人
口
と
65
歳
以
上

の
人
口
と
の
割
合
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
ま
す（
図
４
）。

③
介
護
従
事
者
の
処
遇
を
改
善
す

る
た
め
の
介
護
報
酬
の
プ
ラ
ス

改
定（
国
に
て
検
討
中
） 

④
施
設
整
備

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の

施
設
を
整
備
す
る
場
合
、定
員
１

人
に
つ
き
介
護
保
険
料
は
月
額
約

３
円（
計
画
年
度
当
初
か
ら
開
設

の
場
合
）増
加
し
ま
す
。

な
お
、国
で
は
、第
５
期
の
介
護

保
険
料
は
全
国
平
均
で
概
ね
千
円

程
度
上
昇
す
る
と
試
算
し
て
い
ま

す
。

⑤
財
政
調
整
基
金
の
取
り
崩
し

現
在
保
有
し
て
い
る
約
３
億
円

の
財
政
調
整
基
金（
一
般
家
庭
で

言
う
と
こ
ろ
の
貯
金
）を
取
り
崩

す
こ
と
に
よ
り
、３
百
円
程
度
を

引
き
下
げ
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、③
の
介

護
報
酬
な
ど
今
後
変
更
と
な
る
要

因
は
あ
り
ま
す
が
、現
時
点
で
は

来
年
度
か
ら
の
介
護
保
険
料（
月

額
）は
基
準
額
※
で
、５
千
５
百
円

程
度
に
な
る
と
試
算
し
て
い
ま

す
。な

お
、40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の

方
は
、ご
加
入
の
医
療
保
険
に
よ

り
、保
険
料
が
異
な
り
ま
す
。

今
後
、市
で
は
市
民
の
み
な
さ

ん
や
市
議
会
の
ご
意
見
を
伺
う
と

と
も
に
国
に
お
け
る
介
護
報
酬
の

改
定
の
論
議
を
見
極
め
な
が
ら
、

介
護
給
付
費
の
見
込
額
の
精
査
を

行
い
、計
画
を
決
定
し
て
い
き
ま

す
。

※
基
準
額
：本
人
の
市
民
税
が
非

課
税
で
、課
税
年
金
収
入
額
と
合

計
所
得
金
額
の
合
計
が
80
万
円
を

超
え
る
方
の
保
険
料
額

地域 日時 場所

高　山

丹生川

清　見

荘　川

一之宮

久々野

朝　日

高　根

国　府

上　宝

奥飛驒
温泉郷

12月20日㈫
午後7時～
12月21日㈬
午後7時～
12月21日㈬
午後1時30分～
12月26日㈪
午後7時～
12月19日㈪
午後2時～
12月22日㈭
午後1時30分～
12月16日㈮
午後1時30分～
12月19日㈪
午後7時～
12月27日㈫
午後1時30分～
12月26日㈪
午後1時30分～
12月20日㈫
午後1時30分～

高山市役所
（201・202会議室）

丹生川支所

きよみ館
（清見支所）
荘川総合センター
（荘川支所）

一之宮支所

久々野支所

燦燦朝日館
（朝日支所）
高根公民館
（高根支所）
こくふ交流センター
公民館（国府支所）

上宝支所

奥飛驒
総合文化センター

計画の策定状況について
市民説明会を開催します
申込不要です。直接ご来場ください。

さん さん

国・県・市
50%

（図４）第５期の介護サービスの費用負担割合

第2号被保険者
（40～64歳の方）

29%

第1号被保険者
（65歳以上の方）

21%

介
護
給
付（
保
険
給
付
）９
割

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
費
用

｝自己負担１割

①要介護（支援）認定者の増加
による介護給付費の増加
H23  4,554人→H26  5,105人

430円
程度

270円
程度

100円
程度

60円
程度

140円
程度

⑤基金の取り崩し
による介護保険
料の引き下げ
　▲300円程度

【減額の要因】

②国の算定基準の変更に伴
う第１号被保険者負担割
合の増加　20％→21％

③介護サービスに対する
　報酬単価の改定（見込）

介護保険料軽減のための
国補助制度の終了

④特別養護老人ホームなど整
備による介護給付費の増加

4,800円現在の介護保険料基準月額

※国の介護報酬などの検討結果により変更します。

第５期介護保険料（月額）の試算イメージ
【増額の要因】

5,800

5,500

4,800

0

第５期介護保険料
基準月額
5,500円程度


